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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月30日(2021.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象におけるがんを予防または処置するための組み合わせ物であって、（ｉ）化合物１
または薬学的に許容されるその塩；および（ｉｉ）Ｗｅｅ１阻害剤または薬学的に許容さ
れるその塩を含む、組み合わせ物。
【請求項２】
　前記Ｗｅｅ１阻害剤がＡＺＤ－１７７５である、請求項１に記載の組み合わせ物。
【請求項３】
　前記がんが、急性骨髄性白血病、食道がん、胃がん、マントル細胞リンパ腫、非小細胞
肺がん（ＮＳＣＬＣ）、卵巣がん、頭頸部がん、肝臓がん、膵臓がん、前立腺がんおよび
中枢神経系がんからなる群から選択される、請求項１または２に記載の組み合わせ物。
【請求項４】
　前記がんが転移性がんである、請求項１から３のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項５】
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　前記がんが多剤耐性がんである、請求項１から４のいずれか一項に記載の組み合わせ物
。
【請求項６】
　化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約１ｍｇから１００ｍｇの間である、
請求項１から５のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項７】
　前記化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約１２．５ｍｇである、請求項６
に記載の組み合わせ物。
【請求項８】
　前記化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約２５ｍｇである、請求項６に記
載の組み合わせ物。
【請求項９】
　前記化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約５０ｍｇである、請求項６に記
載の組み合わせ物。
【請求項１０】
　前記ＡＺＤ－１７７５の用量が前記対象の体重１ｋｇあたり約３０ｍｇである、請求項
２から９のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１１】
　前記化合物１の用量が前記対象の体重１ｋｇあたり約２５ｍｇであり、前記ＡＺＤ－１
７７５の用量が前記対象の体重１ｋｇあたり約３０ｍｇである、請求項６から１０のいず
れか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１２】
　化合物１および前記Ｗｅｅ１阻害剤が共投与されることを特徴とする、請求項１から１
１のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１３】
　化合物１および前記Ｗｅｅ１阻害剤が同時にまたは連続的に共投与されることを特徴と
する、請求項１２に記載の組み合わせ物。
【請求項１４】
　化合物１または前記Ｗｅｅ１阻害剤が経口、静脈内、筋肉内、皮下または腫瘍内に投与
されることを特徴とする、請求項１から１３のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１５】
　前記対象を処置することが、腫瘍体積の低減をもたらす、請求項１から１４のいずれか
一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１６】
　前記対象を処置することが、がんの１つまたは複数の徴候または症状の減少または除去
をもたらす、請求項１から１５のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１７】
　前記対象を処置することが、生存時間の増加をもたらす、請求項１から１６のいずれか
一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１８】
　前記対象ががんを有さない、請求項１から１４のいずれか一項に記載の組み合わせ物。
【請求項１９】
　ＤＮＡ損傷剤がさらに投与されることを特徴とする、請求項１から１４のいずれか一項
に記載の組み合わせ物。
【請求項２０】
　（ｉ）化合物１または薬学的に許容されるその塩；
（ｉｉ）Ｗｅｅ１阻害剤または薬学的に許容されるその塩；および
（ｉｉｉ）薬学的に許容される担体
を含む、医薬組成物。
【請求項２１】
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　前記Ｗｅｅ１阻害剤がＡＺＤ－１７７５である、請求項２０に記載の医薬組成物。
【請求項２２】
　化合物１が約０．１ｎＭから２，０００ｎＭの間の濃度で存在する、請求項２０または
２１に記載の医薬組成物。
【請求項２３】
　ＡＺＤ－１７７５が約０．１ｎＭから１，０００ｎＭの間の濃度で存在する、請求項２
１または２２に記載の医薬組成物。
【請求項２４】
　ＤＮＡ損傷剤を含む、請求項２０から２２のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項２５】
　請求項２０から２３のいずれか一項に記載の医薬組成物を含む、対象におけるがんを予
防または処置するためのキット。
【請求項２６】
　使用のための指示をさらに含む、請求項２５に記載のキット。
【請求項２７】
　１つまたは複数の試薬をさらに含む、請求項２５または２６に記載のキット。
【請求項２８】
　前記組成物がＤＮＡ損傷剤を含む、請求項２５から２７のいずれかに記載のキット。
【請求項２９】
　対象におけるがんを予防または処置するための組成物であって、化合物１または薬学的
に許容されるその塩を含み、前記組成物が、Ｗｅｅ１阻害剤または薬学的に許容されるそ
の塩と組み合わせて投与されることを特徴とする、組成物。
【請求項３０】
　対象におけるがんを予防または処置するための組成物であって、Ｗｅｅ１阻害剤または
薬学的に許容されるその塩を含み、前記組成物が、化合物１または薬学的に許容されるそ
の塩と組み合わせて投与されることを特徴とする、組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の他の目的、特性および有利点は、続く詳細な記載および図面から当業者に明ら
かである。
　特定の実施形態では、例えば、以下が提供される：
（項目１）
　対象におけるがんを予防または処置するための方法であって、（ｉ）化合物１または薬
学的に許容されるその塩；および（ｉｉ）Ｗｅｅ１阻害剤または薬学的に許容されるその
塩の治療有効量を前記対象に投与することを含む、方法。
（項目２）
　前記Ｗｅｅ１阻害剤がＡＺＤ－１７７５である、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記がんが、急性骨髄性白血病、食道がん、胃がん、マントル細胞リンパ腫、非小細胞
肺がん（ＮＳＣＬＣ）、卵巣がん、頭頸部がん、肝臓がん、膵臓がん、前立腺がんおよび
中枢神経系がんからなる群から選択される、項目１または２に記載の方法。
（項目４）
　前記がんが転移性がんである、項目１から３のいずれか一項に記載の方法。
（項目５）
　前記がんが多剤耐性がんである、項目１から４のいずれか一項に記載の方法。
（項目６）
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　化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約１ｍｇから１００ｍｇの間である、
項目１から５のいずれか一項に記載の方法。
（項目７）
　前記化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約１２．５ｍｇである、項目６に
記載の方法。
（項目８）
　前記化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約２５ｍｇである、項目６に記載
の方法。
（項目９）
　前記化合物１の用量が、前記対象の体重１ｋｇあたり約５０ｍｇである、項目６に記載
の方法。
（項目１０）
　前記ＡＺＤ－１７７５の用量が前記対象の体重１ｋｇあたり約３０ｍｇである、項目２
から９のいずれか一項に記載の方法。
（項目１１）
　前記化合物１の用量が前記対象の体重１ｋｇあたり約２５ｍｇであり、前記ＡＺＤ－１
７７５の用量が前記対象の体重１ｋｇあたり約３０ｍｇである、項目６から１０のいずれ
か一項に記載の方法。
（項目１２）
　化合物１および前記Ｗｅｅ１阻害剤が共投与される、項目１から１１のいずれか一項に
記載の方法。
（項目１３）
　化合物１および前記Ｗｅｅ１阻害剤が同時にまたは連続的に共投与される、項目１２に
記載の方法。
（項目１４）
　化合物１または前記Ｗｅｅ１阻害剤が経口、静脈内、筋肉内、皮下または腫瘍内に投与
される、項目１から１３のいずれか一項に記載の方法。
（項目１５）
　前記対象を処置することが、腫瘍体積の低減をもたらす、項目１から１４のいずれか一
項に記載の方法。
（項目１６）
　前記対象を処置することが、がんの１つまたは複数の徴候または症状の減少または除去
をもたらす、項目１から１５のいずれか一項に記載の方法。
（項目１７）
　前記対象を処置することが、生存時間の増加をもたらす、項目１から１６のいずれか一
項に記載の方法。
（項目１８）
　前記対象ががんを有さない、項目１から１４のいずれか一項に記載の方法。
（項目１９）
　ＤＮＡ損傷剤を投与することをさらに含む、項目１から１４のいずれか一項に記載の方
法。
（項目２０）
　（ｉ）化合物１または薬学的に許容されるその塩；
（ｉｉ）Ｗｅｅ１阻害剤または薬学的に許容されるその塩；および
（ｉｉｉ）薬学的に許容される担体
を含む、医薬組成物。
（項目２１）
　前記Ｗｅｅ１阻害剤がＡＺＤ－１７７５である、項目１９に記載の医薬組成物。
（項目２２）
　化合物１が約０．１ｎＭから２，０００ｎＭの間の濃度で存在する、項目２０または２
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１に記載の医薬組成物。
（項目２３）
　ＡＺＤ－１７７５が約０．１ｎＭから１，０００ｎＭの間の濃度で存在する、項目２１
または２２に記載の医薬組成物。
（項目２４）
　ＤＮＡ損傷剤を含む、項目１９から２２のいずれかに記載の医薬組成物。
（項目２５）
　項目２０から２３のいずれか一項に記載の医薬組成物を含む、対象におけるがんを予防
または処置するためのキット。
（項目２６）
　使用のための指示をさらに含む、項目２５に記載のキット。
（項目２７）
　１つまたは複数の試薬をさらに含む、項目２５または２６に記載のキット。
（項目２８）
　前記組成物がＤＮＡ損傷剤を含む、項目２５から２７のいずれかに記載のキット。
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